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地
方
公
共
団
体
は
、
み
な
さ
ま

か
ら
、
税
金
等
の
金
銭
を
徴
収
し

て
い
ま
す
。
金
銭
を
徴
収
す
る
権

利
を
『
債
権
』
と
い
い
、
加
東
市

を
含
め
地
方
公
共
団
体
が
持
つ
債

権
は
、
地
方
自
治
法
に
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
地
方
公
共
団
体
の
債

権
は
、
発
生
原
因
の
違
い
に
よ
り

『
公
債
権
』
と
『
私
債
権
』
に
大

別
さ
れ
、
さ
ら
に
、
公
債
権
は
、

滞
納
が
発
生
し
た
場
合
の
徴
収
方

法
の
違
い
に
よ
り
『
強
制
徴
収
公

債
権
』
と
『
非
強
制
徴
収
公
債

権
』
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　

加
東
市
で
は
、
市
民
税
や
固
定

資
産
税
な
ど
の
強
制
徴
収
公
債
権

に
つ
い
て
、
差
し
押
さ
え
な
ど
滞

納
処
分
を
強
化
し
、
生
活
保
護
費

返
還
金
等
の
非
強
制
徴
収
公
債
権

に
つ
い
て
も
、
支
払
い
の
督
促
や

訴
訟
に
よ
る
強
制
執
行
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
私
債
権
に
つ
い
て

も
、
平
成
26
年
4
月
に
『
加
東
市

私
債
権
管
理
条
例
』
を
制
定
し
、

公
債
権
と
同
様
に
、
滞
納
を
許
さ

な
い
姿
勢
で
、
訴
訟
を
含
め
た
徴

収
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

強
制
徴
収
公
債
権
で
あ
る
市
税

等
の
滞
納
者
に
は
、
督
促
状
や
催

告
書
の
送
付
に
加
え
、
訪
問
や
電

話
に
よ
る
催
告
を
行
い
ま
す
。
そ

れ
で
も
納
付
し
な
い
場
合
は
、
法

律
に
基
づ
き
、
財
産
の
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
い
ま

す
。

　

差
し
押
さ
え
に
あ
た
っ
て
は
、

財
産
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
調
査
も
滞
納
者
の
意

思
に
関
係
な
く
、
法
律
に
基
づ

き
、
勤
務
先
・
取
引
先
・
金
融
機

関
な
ど
に
対
し
て
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
勤
務
先
や

金
融
機
関
か
ら
の
信
用
が
失
わ
れ

ま
す
。

　

非
強
制
徴
収
公
債
権
で
あ
る
行

政
財
産
使
用
料
等
や
、
私
債
権
で

あ
る
市
営
住
宅
使
用
料
・
病
院
診

療
費
等
も
、
納
付
期
限
ま
で
に
納

付
が
な
い
と
き
に
は
、
電
話
や
訪

問
、
文
書
に
よ
る
督
促
・
催
告
を

行
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
納
付
が
な

い
と
き
に
は
、
裁
判
所
を
通
じ
た

支
払
督
促
・
強
制
執
行
に
よ
り
債

権
回
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

滞
納
す
る
と
、
延
滞
金
等
が
発

生
し
て
通
常
支
払
う
べ
き
金
額
よ

り
も
多
く
の
金
額
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
社
会
的
な
信
用
、
訴

訟
に
か
か
る
時
間
な
ど
、
非
常
に

多
く
の
も
の
を
失
う
の
で
す
。

　

病
気
や
失
業
な
ど
、
予
期
し
な

い
事
情
に
よ
り
、
ど
う
し
て
も
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付
期
限

ま
で
に
、
早
急
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
や
む
を
得
な
い
と
市
が
認
め

た
場
合
に
限
り
、
納
付
誓
約
に
よ

る
分
割
納
付
等
の
猶
予
措
置
を
行

う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
納
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を

　
　
　

過
ぎ
る
と
滞
納
で
す

○
納
付
で
き
な
い
場
合
に
は　

○
滞
納
す
る
と

　
　
多
く
の
も
の
を
失
い
ま
す

○市税・国民健康保険税　　　　総務部税務課（庁舎1階）　　　　　　
○介護保険料　　　　　　　　　福祉部高齢介護課（庁舎1階）　　　　
○保育料　　　　　　　　　　　福祉部子育て支援課（庁舎1階）　　　
○生活保護費返還金　　　　　　福祉部社会福祉課（庁舎1階）　　　　
○後期高齢者医療保険料　　　　市民生活部保険・医療課（庁舎1階）　
○下水道使用料　　　　　　　　上下水道部管理課（庁舎3階）・
　　　　　　　　　　　　　　　　水道お客さまセンター（庁舎3階）　

○水道料金　　　　　　　　　　上下水道部管理課（庁舎3階）・
　　　　　　　　　　　　　　　　水道お客さまセンター（庁舎3階）　　
○市営住宅使用料　　　　　　　まち･農整備部地域整備課（庁舎3階）　
○住宅新築資金等貸付金償還金　教育委員会人権教育課（庁舎4階）　　　
○学校給食費　　　　　　　　　教育委員会学校給食センター 　　　　
○有線放送使用料　　　　　　　協働部秘書広報課・地域情報センター　
○病院診療費　　　　　　　　　加東市民病院　医事課　　　　　　　

☎43-0398
☎43-0440
☎43-0408
☎43-0407
☎43-0501

☎43-0539

☎43-0539
☎43-0517
☎43-0544
☎42-0074
☎42-8330
☎42-5511

すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすれ

☎43-0398

公債権と私債権の種類公債権と私債権の種類公債権と私債権の種類

問い合わせ　上下水道部工務課（庁舎３階）　☎43-0534

出前講座とは？出出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座ととととととととととととはははははははははははは？？？？？？？？？？？？出出出出出出出出出出前前前前前前前講講講講講講講座座座座座座座とととととととととととははははははははは？？？？？？？？？？？？出前講座とは？出前講座とは？
　タオルや紙オムツなどの異物を下
水道へ流すと、下水道管の詰まりや
ポンプの故障の原因となります。現
在、市内では、ポンプの故障が毎月
2回程度発生しています。
　天ぷら油や調理くず、ポケットテ
ィッシュやおしりふき等は一般家庭
用ごみとして処理してください。
　下水道は生活に密着した重要なラ
イフラインです。詰まりや破損等が
なく、みなさんに安心して下水道を
使っていただくためにも、決して異
物を流さないようお願いします。

　水洗化して、生活排水を下水処理施設や浄化
槽によって浄化することは、衛生的な生活環境
の構築と、河川などの水質保全につながります。
　加東市における下水道接続
の水洗化率は、93.4%です。より
快適で衛生的な暮らしと、環境
保全のため、水洗化を進めまし
ょう。

下水道への接続工事は指定工事店で

工事の際は見積もりを取りましょう

　生活排水を下水道へ接続する工事は、加東市
排水設備指定工事店に申し込んでください。

　排水設備や浄化槽の工事費用は、敷地や建物の大きさ、トイレ・台所・風呂などの位置等に
よって、大きく変わります。いくつかの指定工事店で見積りを取り、費用を確認した後に、工事に
取り掛かられることをお勧めします。

　下水道等の集合処理を行
わない区域で、戸別に浄化
槽を設置する方を対象とし
た設置費用の補助制度があ
ります。

　出前講座とは、学校や公民館などに職員が伺い、下水道
の仕組みなどを解説させていただく講座です。今年度は
既に、兵庫教育大学附属小4年生のみなさんに受講して
もらいました。
　下水道の仕組みや正しい使い方を学んでいただくこと
で、下水道への関心が少し
でも高まればと思います。
　現在、出前講座のほか、
下水処理施設の見学も受
け付けています。興味のあ
る方は、お気軽にご連絡く
ださい。

下水道に異物を流さないでください！

個人での浄化槽設置に補助制度

　　5人槽
6～7人槽
8～10人槽

332 ,000 円
414 ,000 円
548 ,000 円

　

市
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
等

に
は
、
納
付
期
限
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
定
め
ら
れ
た
納
付
期
限

を
過
ぎ
る
と
、

滞
納
と
な
り
、

処
分
の
対
象

と
な
り
ま

す
。

公
債
権

市
の
債
権

私
債
権

補助制度

補助金上限額

下水道を大切に　～９月１０日は下水道の日～
問い合わせ 上下水道部工務課（庁舎３階） ☎43 053

下水道を大切に下水道を大切に下水道を大切に ～９～９～９月月月１１１ の日～日～水道の日～下下水下水下は下は下０日日０日は下水道の日００００００ は の水道水は下水道ののの０００日は下水道の日ははは下下水水水日日 日日日日日日 道下下 道のはは０日は下水道の日下水道を大切に　～９月１下水道を大切に　～９月１０日は下水道の日～
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